
令和 5年度 土地改良区連絡会議 会次第

日時：令和 5年 11月 14日（火）

13時 30分 ～ 15時 30分

場所：土地改良会館 4階会議室

1 開 会

2 挨 拶

3 出席者紹介

4 情勢報告

(1) 令和 6年度農業農村整備事業関係予算概算要求について

［資料 1 ］

(2) 土地改良区理事への女性登用に向けた行動計画について

［資料 2 ］

(3) 土地改良区における女性理事登用の進捗状況について

［資料 3 ］

5 協 議

(1) 女性理事登用目標の達成に向けた取組について

［資料 4 ］・［資料 5 ］

(2) 各管内における周知の方法について

［資料 6 ］

6 その他（事務連絡）

7 閉 会
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○
鹿

児
島

県
土

地
改

良
事

業
団
体

連
合

会

土
地

改
良

区
育

成
強

化
対

策
実

施
規

程

(
平

成
８
年

４
月
１

日
制
定

)

(
目

的
)

第
１

条
農

業
農
村

の
生
産

基
盤

と
生
活

環
境
基

盤
を

支
え
る

重
要

な
役
割

を
担
う

土
地

改
良
区
の

育
成
強

化
を
図

る
た

め
、
鹿

児
島

県
土
地

改
良

事
業
団
体

連
合
会
(
以
下
「
連

合
会
」
と

い
う

。
)
定
款

第
４

条
第
１

号
に
よ

り
土
地

改
良
区

育
成

強
化

対
策
(
以
下
「
強

化
対
策
」

と
い
う

。
)
の
実

施
に
つ

い
て
必
要

な
事
項
を

定
め
る

。

(
資

金
)

第
２

条
資

金
は
連

合
会
の

土
地

改
良
区

育
成
強

化
対

策
事
業

資
金

積
立
金

に
よ
る

運
用

益
金
及
び

借
入
金

並
び
に

一
般

財
源
を

も
っ

て
こ
れ

に
充
て

る
。

第
３

条
積

立
金
は

、
連
合

会
の

指
定
金

融
機
関

(
以

下
「

金
融
機

関
」
と

い
う
。

)
の

う

ち
も
っ
と

も
有
利

な
金
融

機
関

に
定
期

預
金

と
し
て

預
託
す

る
。

(
業

務
)

第
４

条
第

１
条
の

目
的
を

達
成

す
る
た

め
次
の

業
務

を
行
う

。

(
1
)

土
地

改
良
区

組
織
機

能
強
化

対
策

(
2
)

土
地

改
良
区

運
営
基

盤
強
化

対
策

(
3
)

市
町

村
等
と

の
連
携

強
化
対

策

(
4
)

各
種

制
度
の

調
査
検

討
及
び

要
請
活
動

(
5
)

そ
の

他
目
的

を
達
成

す
る
た

め
に
必
要

な
対
策

２
前

項
第

２
号
の

業
務
の

う
ち

土
地
改

良
区

運
営
資

金
等
円

滑
化

事
業
に

つ
い
て

は
土

地
改
良
区

運
営
資

金
等
円

滑
化

事
業
実

施
規

程
に
よ

り
実
施

す
る

。

(
鹿

児
島
県

土
地
改

良
区
連

絡
会
議

)

第
２

編
第

６
章

業
務

(
土

地
改

良
区

育
成

強
化

対
策

実
施

規
程

)
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第
５
条

業
務

内
容

に
つ
い

て
の
具

体
的
な

対
策

を
調
査

・
検

討
し
、

そ
の
対

策
を

実
行

す
る

と
と
も

に
国

や
県
へ

の
要
請

活
動
を

行
う

た
め
に

、
次

に
掲
げ

る
県
内

各
地

域
か

ら
選

出
さ

れ
た

７
名

の
土

地
改

良
区

理
事

長
で

鹿
児
島

県
土

地
改

良
区

連
絡

会
議
(
以

下
「

連
絡

会
議

」
と

い
う

。
)
を

構
成
し

、
委

員
に

つ
い
て

は
連

合
会

の
会

長
が

委
嘱

す
る

。

(
1)

鹿
児
島
地

域
(
鹿
児

島
県
鹿

児
島
地

域
振

興
局
管

内
)

(
2)

南
薩
地
域

(
鹿

児
島

県
南
薩

地
域
振

興
局

管
内
)

(
3)

北
薩
地
域

(
鹿

児
島

県
北
薩

地
域
振

興
局

管
内
)

(
4)

姶
良
・
伊

佐
地
域

(
鹿

児
島

県
姶
良

・
伊

佐
地
域

振
興

局
管
内

)

(
5)

大
隅
地
域

(
鹿

児
島

県
大
隅

地
域
振

興
局

管
内
)

(
6)

熊
毛
地
域

(
鹿

児
島

県
熊
毛

支
庁
管

内
)

(
7)

奄
美
地
域

(
鹿

児
島

県
大
島

支
庁
管

内
)

２
委

員
の
選

出
は

各
地
域

ご
と
に

地
域
運

絡
会

議
を

設
置
し

そ
の
中

か
ら
互

選
す

る
。

３
連

絡
会
議

委
員

の
任
期

は
４
年

と
す
る

。
た

だ
し

、
補
欠

委
員
の

任
期
は

前
任

者
の

残
任

期
間
と

す
る

。

(
職

務
)

第
６
条

連
絡

会
議

に
会
長

及
び
副

会
長
を

置
く

。

２
会

長
及
び

副
会

長
は
委

員
の
中

か
ら
互

選
す

る
。

３
会

長
は
連

絡
会

議
を
代

表
し
業

務
を
総

括
す

る
。

４
会

長
に
事

故
の

あ
る
時

は
副
会

長
が
代

理
す

る
。

(
会

議
)

第
７
条

連
絡

会
議

は
会
長

が
招
集

し
、
会

長
が

議
長
に

な
る

。

(
事

務
局

)

第
８
条

第
４

条
の

業
務
を

処
理
す

る
た
め

連
合

会
に
事

務
局

を
置
く

。

２
事

務
局
は

次
の

業
務
を

行
う
。

(
1)

毎
年
度
の

業
務
計

画
に
関
す

る
こ
と

。

第
２

編
第

６
章

業
務

(
土

地
改

良
区

育
成

強
化

対
策

実
施

規
程

)
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第
２

編
第

６
章

業
務

(
土

地
改

良
区

育
成

強
化

対
策

実
施

規
程

)

(
2
)

毎
年

度
の
業

務
実
施

に
関
す

る
こ
と
。

(
3
)

毎
年

度
の
業

務
実
績

報
告
に

関
す
る
こ

と
。

(
4
)

そ
の

他
必
要

な
業
務

に
関
す

る
こ
と
。

附
則

こ
の
規
程

は
、
平

成
８
年

４
月

１
日
か

ら
施

行
す
る

。

こ
の
規
程

の
改
正

は
、
平

成
1
0
年

４
月

１
日

か
ら
施

行
す
る

。

こ
の
規
程

の
改
正

は
、
平

成
1
9
年

４
月

１
日

か
ら
施

行
す
る

。

こ
の
規
程

の
改
正

は
、
平

成
2
3
年

４
月

１
日

か
ら
施

行
す
る

。

こ
の
規
程

の
改
正

は
、
平

成
2
9
年

４
月

１
日

か
ら
施

行
す
る

。

こ
の
規
程

の
改
正

は
、
平

成
2
9
年

４
月

１
日

か
ら
施

行
す
る

。

こ
の
規
程

の
改
正

は
、
令

和
４

年
４
月

１
日

か
ら
施

行
す
る

。
た

だ
し
、

令
和
４

年
４

月
１

日
現
在

に
お
け

る
連
絡

会
議

委
員
の

任
期

は
、
令

和
６
年

３
月

31
日
を

も
っ
て

満
了

す
る

。
な
お

、
令
和

４
年
４

月
２

日
か
ら

令
和

６
年
３

月
3
1日

ま
で

の
期
間

に
選
任

さ
れ

た
補

欠
委
員

の
任
期

は
前
任

者
の

残
任
期

間
と

す
る
。


